
Ⅰ はじめに  

ゴ‖5．旦 日尻  

（1）母子保健をめぐる動向   

我が国の母子保健は、戦後、公衆衛生施策や医療水準の向上による乳児死  

亡率の急激な改善など、21世紀を前に世界一の水準を達成した。また、経済  

的な発展とともに、分娩の場所が家庭内から施設内（医療機関等）へと変化  

する中で、母子保健事業も、かつての公衆衛生活動的なものに加えて、医療  

水準の向上も視野に入れたものへと変化しつつあり、従来の公衆衛生活動と  

医療が連携した新たな方策が求められてきている。   

一方で、母子保健における課題においても、思春期の健康問題や子ども虐  

待といった新たな課題の解決が急務となってきている。   

また、都道府県の保健所を中心に実施されてきた母子保健事業は、より住  

民に身近なサービスを目指して、平成9年頃から徐々に市町村へと移管され  

ることとなった。こうした動きに合わせて、その財源についても基本的に国  

庫補助金で措置されていたものが、近年の地方分権の流れの中で見直され、  

現在では一部を除いてほとんどが地方の一般財源で行われるようになった。   

これは、母子保健サービスのアクセスの向上や地域特異性を加味したサービ  

スの提供につながった反面、母子保健事業に市町村格差を生じさせる可能性   

を潜在させた。  

（2）母子保健の評価   

母子保健事業の評価は、従来、周産期死亡率や妊産婦死亡率といった世界  

的にも広く用いられる成果（アウトカム）を基本としながら、これに、新生  

児訪問実施率や乳幼児健診受診率といった公衆衛生活動の事業量（アウトプ  

ット）を加味して行われてきた。   

一方、1986年オタワで開催されたWHO国際会議において、ヘルスプロモ  

ーションの概念が提唱され、公衆衛生の最終目標が、単なる「健康」から「生  

活の質（QOL）の向上」へと広がり、健康も「より良い生活のための資源  

の一つ」と位置づけられるようになったが、こうした考え方は、我が国にお  

ける母子保健事業の評価において、必ずしも十分に生かされてこなかった。   

そこで、母子保健のアウトカム指標についても、前述の周産期死亡率等に  

加えて、「妊娠・出産について満足している者の割合」や「ゆったりとした気  

分で子どもと過ごせる時間がある母親の割合」といった、住民の幸福やQO   

L向上の視点を加える必要が出てきた。2000（平成12）年に策定された「健  

やか親子21」は、こうした視点から母子保健事業の再評価を試みたものであ   

る。   

国や都道府県は市町村の母子保健事業を評価して、適切な指導をする役割   



を担っているが、近年の母子保健事業の市町村への移行に伴い、国や都道府  

県において、市町村による母子保健事業を評価することが次第に難しくなっ  

てきている。また、国や都道府県が可能な評価は成果（アウトカム）評価で  

あり、市町村が予定どおりの事業量をこなしても（アウトプット評価はよく  

ても）、成果が伴わないと良い評価は得られない。このような、成果の出ない  

事業において、その要因を把握するには、事業実施過程（プロセス）の評価  

を行うことが必要となるなど、多面的な事業の評価がますます重要になって  

いる。こうした評価方法を母子保健事業の評価にどのように取り入れていく  

かが、今後の課題となっている。  

（3）「健やか親子21」の策定   

我が国の母子保健は、前述のとおり、世界最高水準にあるが、一方で思春  

期における健康問題や親子の心の問題、小児救急医療の確保等新たな課題も  

生じている。   

「健やか親子21」は、このような課題について、21世紀の母子保健の取組  

の方向性と目標や指標を示したものであり、関係機関・団体が一体となって、  

平成13年より22年までの10年計画で、その達成に取り組む国民運動である。   

平成12年に「健やか親子21」の目標を策定するに当たっては、前述の動向  

や経緯を踏まえ、まず、国の役割を明確に示したところである。すなわち、  

国は、これまでのように補助金の執行を通じて都道府県や市町村を管理し、  

指導するのではなく、地域において、国民がそれぞれの課題を地域や個々人  

の課題として取り組めるよう支援する、という立場に転換したのである。   

この場合の「支援」には、単にガイドラインの提示や研究成果の提供にと   

どまらず、健康に関する指標を設定して、国全体の取組や進捗状況を把握し、  

必要に応じて新たな方向性を示す、といった一連の活動も含んでいる。さら  

に、それらの指標の設定に必要な、情報収集や調査研究等による科学的知見  

の集積、健康教育・学習教材の開発、関係者への研修等に努めること等の基  

礎的な活動も含むものである。   

一方、指標についても、ヘルスプロモーションの概念に基づき、QOLの  

視点、さらには福祉等幅広い分野の指標を盛り込むこととされた。これは後  

述するように、目標とする「保健水準やQOLの向上」は「住民の行動」に   

よってもたらされ、その住民の行動を支援する「環境整備」が基盤にあると   

いう目標達成への段階を指標にも反映させているのである。こうした、当時   

としては新しい概念による指標のデータは、既存の統計資料や研究等からは   

収集できないものもあり、一部については、計画をスタートさせ、その中で   

並行してデータの収集等に努めることとしたのである。  
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（4）「健やか親子21」をめぐる最近の動向   

「健やか親子21」が策定されてからの5年間に、子どもや家庭を支援する  

ための行政側の取組や施策も大きく変化した。その主なものは以下のとおり  

である。   

少子化対策に関連した施策の動き   

O 「少子化社会対策基本法」（平成15年7月）に基づく少子化の流れを変えるため  

の総合的な施策展開の指針として「少子化社会対策大綱」の策定（平成16年6月  

閣議決定）   

○ 少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画として「子ども・子育て  

応援プラン」の策定（平成16年12月少子化社会対策会議決定）   

○ 男性を含めた働き方の見直しなど少子化に対する総合的な取組の推進のため、地  

方公共団体や事業主に行動計画の策定・推進を求める「次世代育成支援対策推進  

法」の制定（平成15年7月）   

福祉・保健分野の施策の動き   

○ 受動喫煙防止などを盛り込んだ「健康増進法」の制定（平成14年8月）   

○ 乳幼児健康診査を通じた発達障害の早期発見、支援が盛り込まれた「発達障害者  

支援法」の制定（平成16年12月）   

○ 子ども虐待の予防から早期発見、支援の対策が重点化された「児童虐待防止法」  

の改正（平成16年4月）及び「児童福祉法」の改正（平成16年12月）  

（5）「健やか親子21」見直しの経過   

平成12年の「健やか親子21」策定時において、中間年である平成17年に  

はそれまでの実施状況等を評価し必要な見直しを行う、とされたところであ  

る。   

評価の実施に当たっては、併せて指標そのものの意義や妥当性についても  

評価を行い、必要に応じて新たな指標の追加についても検討することとした。   

こうした評価のために、厚生労働省において、学識経験者・関係団体代表  

者からなる「健やか親子21」推進検討会（以下「検討会」という。）が設置さ  

れ、平成17年2月から平成18年2月まで6回にわたって検討が行われた。   

さらに、検討会の下には、「健やか親子21」中間評価研究会が設置され、具  

体的な中間評価の方法、調査結果の分析等について6回の検討が重ねられ、  

その結果が、適宜検討会に報告されたところである。  

2 「健やか親子21」の構成   

「健やか親子21」は、4つの主要課題を掲げ、さらにその下に61の指標を   

設定している。  

課題1 思春期の保健対策の強化と健康教育の推進   

課題2 妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援  
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課題3 小児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備  

課題4 子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減   

また、指標は、WHOのヘルスプロモーションの基本理念に基づいて、   

①保健水準の指標‥・QOLを含む住民の保健水準を示すもの   

②住民自らの行動の指標‥・住民一人ひとりが取り組むべき事項を示すも  

の   

③行政・関係団体等の取組の指標‥・事業の実施、サービスの提供、施設・  

設備の整備等資源・環境の整備に対して行政や関係機関・団体が寄与し  

うる取組  

の三段階に分けて策定されている。   

これらの三段階の指標は、相互に関連している。すなわち、最終目標であ  

る「保健水準の指標」を達成するものとして「住民自らの行動の指標」があ  

り、さらに、その住民の行動を支援するものとして「行政・関係団体等の取  

組の指標」が設定されているのである。（下図参照）   

このように、目標達成のためには、国民をはじめ、教育・医療・保健・福  

祉・労働・警察等の関係者、関係機関・団体がそれぞれの立場から取り組む  

ことが重要である。その効果的な調整・推進のために、平成13年4月には「健  

やか親子21推進協議会」を設立した。平成18年1月現在では、75団体が参  

加している。   

中間評価にあたっては、このような取組の主体別による取組状況を把握し、  

今後の活動の方向性についても検討した。  

＜三段階の構成＞  

・QO Lを含む住民の保健水準を示すもの  

・取組の結果、最終的に得られるもの  

・保健水準を達成するための、住民一人ひとりが取り   

組むべき事項を示すもの  

・行政や関係団体等の取組の成果をモニタリングする   

もの  

・事業の実施、サービスの提供、施設・設備の整備等   

資源■環境の整備に対して行政や関係機関・団体が   

寄与しうる取組  

一住民の行動を支援するもの  
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